
 

公    告  

 

次のとおり条件付一般競争入札（事後審査型）を行います。 

 

   令和７年 12月 22日 

収支等命令者 

佐賀県文化・観光局文化課 

文化財保護・活用室長  古川 直樹  

 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）委 託 業 務 名 吉野ヶ里遺跡甕棺墓体験展示用模型等製作業務委託 

 （２）委 託 の 仕 様 等 別紙仕様書による 

 （３）履 行 期 間 契約締結の日から令和８年３月 30日まで 

 （４）履 行 場 所 受託者の作業所、吉野ヶ里遺跡発掘調査事務所及び吉野ヶ里遺跡展

示室 

２ 入札参加資格に関する事項 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。 

なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。 

 

（１） 佐賀県の「物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札参加資格」を有する者。 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者でないこ

と。 

（３） 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、

本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者である

こと。 

（４） 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の６か月前から開札の日までの間、金融機

関等において不渡り手形等を出していない者であること。 

（５） 本業務の開札の日までに、会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成

11年法律第 225号）に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定

した者で、審査規則第２条第１項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、

公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。 

（６） 過去５年の間に国（独立行政法人を含む。）、佐賀県又は他の地方公共団体（公益財団法

人を含む。）と文化財の展示模型等展示資料の製作業務を締結し、かつ、これを誠実に履行

した者であること。 

（７） 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイ

からキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 



 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的 

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

３ 入札者に求められる義務 

入札に参加しようとする者は、「入札参加届」（別紙様式１）と「営業概要書」（別紙様式

２）を令和８年１月 5日（月）午後 5時までに下記の担当所属に持参又は郵送すること。 

提出した資料について説明を求められた場合は、これに応じること。 

また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。 

なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。 

 ※担当所属 

   郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目１番５９号 

   佐賀県文化・観光局 文化課文化財保護・活用室 吉野ヶ里遺跡担当 

  電話 ０９５２－２５－７２３３ 

 

４ 公告に関する質問・回答 

 （１）公告に関する質問 

   受付期間：令和８年１月７日（水）17時まで 

   受付方法：質問書（別紙様式３）を持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る場合に限

る。）、FAX、電子メールにより受付可能であるが、送信後に担当部局に質問書が

到達したことを確認すること。 

 （２）質問に対する回答 

   回答期限：令和８年１月８日（木） 

   回答方法：佐賀県ホームページに掲載 

 （３）質問書送付先 ３の担当所属に同じ 

 

５ 入札の方法等 

（１）契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

３の担当所属に同じ。 

（２）入札関係書類の交付方法 

上記３（２）において交付する。また、佐賀県のホームページからも入手できる。 

（３）入札説明会 

実施しない。 

 （４）入札書（別紙様式４）の直接持参による入札を行う。ただし、代理人が入札する場合は、

入札前に「委任状」（別紙様式５）を提出すること。 

 



 

  （５）入札の日時と場所 

ア 令和８年１月 13日（火）15時 00分 

イ 佐賀県佐賀市城内一丁目１番 59号 佐賀県庁新館 11階 114号会議室 

     

６ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第３５号）第１０３条第３項第２号の規定により

免除。 

（２）契約保証金 

佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第３５号）第１１５条第３項第３号の規定により

免除。 

７ 問い合わせ先 郵便番号 840-8570 

佐賀県佐賀市城内一丁目１番５９号 

佐賀県文化・観光局文化課文化財保護・活用室（担当：吉野ヶ里遺跡担当） 

ＴＥＬ 0952-25-7233 

電子メール＜bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp＞ 

 


